
 

様式第１号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 佐渡市消防団住警器設置促進・維持管理指導 

１－１ 

実施機関の名称 佐渡市中央消防署 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

予防課予防係 

個人情報ファイルの利用目的 戸別に住宅用火災警報器の設置状況を把握し、

未設置、一部設置の住宅への設置指導に利用す

る。 

記録項目 １世帯主氏名、２住所、３階数、４設置状況等、

５世帯状況 

記録範囲 世帯主 

記録情報の収集方法 世帯主情報：市役所情報 

設置情報：各戸訪問し聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称）佐渡市中央消防署予防課予防係 

（所在地）〒952-1311 佐渡市八幡58番地 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第21条第７項に該

当するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



 

様式第１号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 佐渡市消防団住警器設置促進・維持管理指導 

１－３ 

実施機関の名称 佐渡市中央消防署 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

予防課予防係 

個人情報ファイルの利用目的 戸別に住宅用火災警報器の設置状況を把握し、

未設置、一部設置の住宅への設置指導に利用す

る。 

記録項目 １世帯主氏名、２住所、３階数、４設置状況等、

５世帯状況 

記録範囲 世帯主 

記録情報の収集方法 世帯主情報：市役所情報 

設置情報：各戸訪問し聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称）佐渡市中央消防署予防課予防係 

（所在地）〒952-1311 佐渡市八幡58番地 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第21条第７項に該

当するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



 

様式第１号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防火対象物管理システム（ネホープ） 

実施機関の名称 佐渡市中央消防署 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

予防課予防係 

個人情報ファイルの利用目的 防火対象物情報を管理し、予防事務のために利

用する。 

記録項目 １所有者等氏名、住所、２対象物面積、３届出

情報、４査察情報 

記録範囲 所有者、管理者、占有者 

記録情報の収集方法 届出、査察 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称）佐渡市中央消防署予防課予防係 

（所在地）〒952-1311 佐渡市八幡58番地 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第21条第７項に該

当するファイル 

    □有 □無 

備   考  



 

様式第１号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 消防団員退職報償金システム（中央方面隊） 

実施機関の名称 佐渡市中央消防署 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

総務課消防係 

個人情報ファイルの利用目的 現消防団員および退団者の消防団員履歴を管理

し、退職報償金の算定、叙勲や表彰事務のため

に利用する。 

記録項目 現消防団員および退団者の １氏名、２生年月

日、３所属分団等、４住所、５職業、６入団年

月日、７退団年月日、８退職事由、９退職報償

金関係、10死亡退職情報、11消防団員履歴、12

消防表彰歴、 

記録範囲 消防団員として所属歴がある者 

記録情報の収集方法 入団者から提出される入団願および消防団員個

人別調査票 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟県市町村総合事務組合 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称）佐渡市中央消防署総務課消防係 

（所在地）〒952-1311 佐渡市八幡58番地 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第21条第７項に該

当するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



 

様式第１号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 消防団員退職報償金システム（両津方面隊） 

実施機関の名称 佐渡市両津消防署 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

消防係 

個人情報ファイルの利用目的 現消防団員および退団者の消防団員履歴を管理

し、退職報償金の算定、叙勲や表彰事務のため

に利用する。 

記録項目 現消防団員および退団者の １氏名、２生年月

日、３所属分団等、４住所、５職業、６入団年

月日、７退団年月日、８退職事由、９退職報償

金関係、10死亡退職情報、11消防団員履歴、12

消防表彰歴、 

記録範囲 消防団員として所属歴がある者 

記録情報の収集方法 入団者から提出される入団願および消防団員個

人別調査票 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟県市町村総合事務組合 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称）佐渡市両津消防署消防係 

（所在地）〒952-0014 佐渡市両津湊343番地37 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第21条第７項に該

当するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 


